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中小企業家同友会とは

一般社団法人 北海道中小企業家同友会

よい会社

をつくろう

よい経営
環境をつ
くろう

よい経営
者になろ
う

３つの目的 北海道中小企業家同友会

【創 立】 １９６９年

【会員数】 ５,８１９社

会員は「経営の辞書の１頁」



大企業・中小企業の国際比較
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減少する自営業者～日独伊の比較
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道内の倒産・休廃業・新設法人
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【出典；東京商工リサーチ】



地域と中小企業から見える景色

1）金融緩和の影響

2）マクロとミクロの判断

3）個々の企業は１社ごとに皆ちがう

4）既存の中小企業が生活インフラを支えている
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金融環境の変化

1）経営者保証のガイドライン

2）金融仲介機能のベンチマーク

3）金融機関としての見つめ直し

4）コスト削減から収益向上へ
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マイナス金利政策について

1）日銀の方針

2）融資の動向

3）金融機関の収益減少

4）コスト削減のしわ寄せ
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寄り添った金融への期待

1）災害国日本への対応～未被災地としての心構え
2）経営者保証ゼロをめざす
3）当座貸越の枠づくり
4）キャリアアドバイザーの設置
5）高度化資金と団地再整備の経験から

一般社団法人 北海道中小企業家同友会



持続可能な地域づくり

1）中小企業憲章

2）中小企業振興基本条例

3）条例制定への道

4）全道に拡がる条例
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中小企業憲章の閣議決定
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「中小企業基本法」の変化

旧法

• ＜1963年制定＞
• 第４条 「地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努め
なければならない」

新法

• ＜1999年改正＞
• 第６条 「地方公共団体は、基本理念にのっとり、中小企業に関し、国
との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的
経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有
する」

一般社団法人 北海道中小企業家同友会



条例制定運動のねらい
～地域と中小企業発展のサイクル～
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条例制定運動の成果

札幌市
2008年4月1日施行

帯広市
2007年4月1日施行

釧路市
2009年4月1日施行

別海町
2009年4月1日施行

北海道産業振興条例

2008年4月1日施行

下川町
2008年4月1日施行

北斗市
2015年4月1日施行

中標津町
2010年4月1日施行

北広島市
2008年11月1日施行

厚岸町
2011年4月1日施行

弟子屈町
2011年4月1日施行

2018年3月1日現在
33市町村で制定

旭川市
2011年7月1日施行

倶知安町
2012年12月14日施行

苫小牧市
2013年4月1日施行恵庭市

2013年4月1日施行

北見市
2013年4月1日施行

登別市
2013年6月25日施行

函館市
2010年4月1日施行

根室市
2015年4月1日施行

音威子府村
2014年4月1日施行

島牧村
2016年10月1日施行

室蘭市
2016年4月1日施行

北海道小規模企業振興条例

2016年4月1日施行

真狩村
2016年6月22日施行

稚内市
2017年4月1日施行

羅臼町
2017年3月16日施
行

名寄市
2016年6月6日施行

比布町
2017年4月1日
施行

北竜町
2017年9月12日施行

更別村
2017年4月1日施行

新得町
2015年12月1施行

士幌町
2017年3月7日施行

足寄町
2017年4月1日施行

陸別町
2016年6月14日施行

鹿部町
2017年9月5日施行

一般社団法人 北海道中小企業家同友会



持続可能な地域づくりのために
共に汗を流しましょう！
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ご清聴ありがとうございました。


